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１ 食費・居住費 

（１）介護保険負担限度額認定者以外の方 

料金の種類 日額 

食事の提供に要する費用 １,４４５円 

居住に要する費用 ２,００６円 

（２）介護保険負担限度額認定者 

料金の種類 日額 

食事の提供に要する費用 

（介護保険負担限度額認定者） 

第１段階認定者      ３００円 

第２段階認定者      ３９０円 

第３段階認定者①     ６５０円 

第３段階認定者②   １，３６０円 

居住に要する費用 

（介護保険負担限度額認定者） 

第１段階認定者      ８２０円 

第２段階認定者      ８２０円 

第３段階認定者①   １，３１０円 

第３段階認定者②   １，３１０円 

※第 1段階～第 3段階の負担軽減適用を受けるには、市町村の発行する「介護保険負担限

度額認定書」が必要となります。 

 

２ ユニット型介護福祉施設サービス費 

（１）ユニット型介護福祉施設サービス費基本部分 

区分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

1 日あたり単位数 ６５２ ７２０ ７９３ ８６２ ９２９ 

 

（２）ユニット型介護福祉施設サービス費加算部分 

加算名 単位数 加算条件 

初期加算 ３０／日 入所から30日間を限度とする 

入院・外泊時費用 ２４６／日 初日・終日を除き６日を限度とする 

個別機能訓練加算（Ⅰ） １２／日 入居者毎に個別機能訓練計画を作成の

上、機能訓練を実施 

個別機能訓練加算（Ⅱ） ２０／月 LIFEへ情報提出 

看護体制加算（Ⅰ）ロ ４／日 常勤の看護師を1名以上配置 

看護体制加算（Ⅱ）ロ ８／日 基準より看護職員を1名以上配置 

口腔衛生管理加算（Ⅰ） ９０/月 歯科医師等の技術的助言・指導に基づく

口腔ケア計画。科衛生士により口腔ケア

を月に2回以上、技術的助言・指導、相

談等に対応 

口腔衛生管理加算(Ⅱ) １１０/月 厚労省へ情報を提出し、当該情報その他

口腔衛生管理の適切かつ有効な実施の

為、情報を活用 
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看取り介護加算 ７２/日 死亡日以前３１日以上４５日以下 

看取り介護加算 １４４/日 死亡日以前４日以上３０日以下 

看取り介護加算 ６８０/日 死亡日以前２日又は３日 

看取り介護加算 １２８０/日 死亡日 

日常生活継続支援加算 ４６／日 新規入居者の内、要介護4，5の認定を受

けている入居者が70％以上である 

栄養マネジメント強化加算 １１/日 栄養計画に基づいた栄養管理 

低栄養リスク改善加算 ３００/月 新規入所時又は再入所時のみ算定、低栄

養リスク高、計画策定・同意、週５回以

上観察、６か月以内の期間に限る 

再入所時栄養連携加算 ４００/回 入院し、入所時と大きく異なる栄養管理

が必要となった場合、医療機関と管理栄

養士が連携、１回限り 

療養食加算 ６/回 １食１回として療養食の提供 

排泄支援加算（Ⅰ） １０/月 他職種協働で排泄支援計画を策定し

実施、排尿又は排便が一部介助又は

全介助の入居者対象、医師・看護師

が判断、６か月以内 

褥 瘡 マ ネ ジ メ ン ト 加 算

（Ⅰ） 

３/月 褥瘡ケア計画策定、３か月に１回の

計画の見直し・評価 

褥 瘡 マ ネ ジ メ ン ト 加 算

（Ⅱ） 

１３/月 （Ⅰ）の評価の結果、リスク有とさ

れた入居者について褥瘡ケア計画策

定、実施、評価 

自立支援促進加算 ３００/月 入居者の自立支援・重度化防止・尊

厳の保持につなげる支援 

科学的介護推進体制加算

（Ⅰ） 

４０/月 LIFE への情報提出 

科学的介護推進体制加算

（Ⅱ） 

５０/月 （Ⅰ）の情報に加え、入居者ごとの

疾病の状況等の情報を提出 

安全対策体制加算 ２０ 1 回限り 

退所時相談援助加算 ４００/１回 入居及び家族に対し退居後の相談援

助を行い、市町村及び地域包括支援

センター等に対し必要な情報を提供

した場合（１回を限度） 

退所前連携加算 ５００/1回 居宅介護支援事業者と退居前から連

携し、情報提供とサービス調整を行

った場合 

退所前訪問相談援助加算 ４６０/1回 家庭復帰のために訪問相談援助をし

た場合（入居中最高２回を限度） 
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退所後訪問相談援助加算 ４６０/1回 家庭復帰のために訪問相談援助をし

た場合（退居後１回を限度） 

若年性認知症受入加算 １２０/日 若年性認知症の方を受け入れ、個別の担

当者を定め当該利用者の特性やニーズ

に応じたサービスを提供した場合 

経口維持加算（Ⅰ） ４００/月 医師の指示を受けた管理栄養士が経口

維持計画を作成し、継続して経口による

食事摂取を進める 

経口維持加算（Ⅱ） １００/月 多種多様な意見に基づく質の高い経口

維持計画を策定した場合 

夜勤職員配置加算（Ⅱ）ロ １８/日 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数

が１以上上回っている状態 

介護職員処遇改善加算Ⅰ 合計単位数×

8.3% 

 

 

特定処遇改善加算Ⅰ 合計単位数×

2.7% 

介護職員処遇改善加算等を除く合計単

位数 

介護職員等ベースアップ等

支援加算 

合計単位数×

1.6% 

介護職員処遇改善加算等を除く合計単

位数 

地域加算（太田市） 

７級地 

 １単位＝１０.１４円 

 

３ その他の費用 

料金の種類 金額 備考 

電気代：冷蔵庫        ３０円／日  

電気代：家電（テレビ・ラジ

オ・電気毛布・加湿器等） 

       ２０円／日 

 

１ 点 に 付

き支払 

理美容代 実費 外部業者 

小口現金等預り金管理費       １,０００円／月  

特別な食事の費用     実費（入居者の希望による）  

行事等参加費 実費（利用者のご希望による参加）  

その他 歯ブラシ・歯磨き粉・入れ歯洗浄剤等（実費）  

 


